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はじめに 

産学共同研究は、 ふたつの違った 組織の共同作業であ るため様々な 問題が生じ 

る 。 たとえば、 産業にとっては 利潤最大化が 目的であ るが、 大学の目的とすると 

ころのひとつは、 社会にとって 公共財となる 科学技術を公表することであ る。 つ 

まり、 産業の方は応用技術の 開発が中心であ って、 できる限り技術成果を 公表し 

ないこと、 あ るいは特許という 形で公表する。 大学の方は、 どちらかというと 公 

共財的な技術の 開発に力を入れている。 大学の研究者は、 成果を学会か 雑誌に公 

表することによって 評価される。 そのほかに、 両者の組織の 特性に由来する 研究 

速度と方法の 違 い などの問題もあ る。 

本ぺ一 パー は 、 産学共同研究の 協力関係を経済学的に 考えたものであ る。 この 

協力関係を契約という 形でとらえて、 両者にとってインセンティ プ となるような 

契約の仕方を 示す。 産学共同研究の 成否は、 大学研究者と 企業研究者の 協力と努 

力 如何による。 勿論、 両者が協力して 努力するほど、 研究成果が上がる 可能性が 

高くなる。 したがって、 産学共同研究の 契約を結ぶ 際 、 大学研究者と 企業研究者 
が 努力を惜しまずに 協力し合えるようなインセンティ プ 設計が肝要であ る。 いく 

っ かのことを念頭において、 最適となる契約を 考える。 まず、 大学研究者の 目的 

は 研究成果の発表と 特許の取得で、 企業研究者の 目的は成果を 上げることによる 

所得増加で、 また、 企業の目的は、 成果の所有権 を獲得し、 その成果を製品開発 

に 応用して利益を 上げることであ る。 ここで問題となるのは、 大学研究者あ るい 

は大学と企業の 間の特許権 の分配であ る。 通常、 両者の話し合いによってその 種 

利 はどちらかに 帰属するか、 または共有される。 次に、 研究開発には 不確実性が 

つきまとうものであ って、 研究者の努力と 関連なしに望ましい 研究成果が必ずし 

も 上げられるとは 限らない。 最適契約とは、 不確実性の下で 企業・大学研究者・ 

企業研究者の 三者各々の目的が 最大化できるような 契約であ る。 すな ね ち、 研究 

成果から得られる 企業のネッ トベネフィットが 最大化されっ つ 、 できるだけの 研 

完成果を上げるべく 大学研究者と 企業研究者の 目的をも最大化できるようなイン 
センティ プ を考えた契約のことであ る。 
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企業の目的     

何 Ⅰ P (7 , ワ ， e , 十 e 2 千 1 ) 一 ( 戊 十月 e 2) 一 I 一 z ( の ) (1) 

大学研究者の 目的     

Y  =  ア x  +  z( 日 ) 一 C  ,(e.,)  一 % V ァ 

企業研究者の 目的     

W  ニ a  +  田 e  2 一 C  2(e  2) 一一一             

帝 : 企業のネッ トベネフィット 

P ( . ) : 研究成果による べ ネフィット 

ァ : 大学研究者が 報告可能範囲 ( 0 ま 7 % 1 ) 

け : 大学研究者の 特許権 の持ち分 ( 0 主日 室 Ⅰ ) 

e ト 大学研究者の 努力水準 

e , : 企業研究者の 努力水準 

ぱ : 企業研究者に 対する定額報酬 
虔 : 企業研究者に 対するインセンティブ・ファクター (0 ミ % 茎 1 ) 0 千 B  ㍉ 企業研究者の 報酬 

      研究開発コスト 
z ( 日 ) : 企業から大学研究者への 特許料支払い 

Y : 大学研究者のべネフィット 
x : 研究成果 ; x 二 e , + e 2 千 1 十ど 

ど : 不確実要素 C , ( e ,) : 大学研究者の コス @ 

r ト 大学研究者のリスク 回避 度 

V ト 大学研究者にとっての 研究成果の分散 

W : 企業研究者の 報酬 C ,( e ,) : 企業研究者の コス @ 

r , : 企業研究者のリスク 回避 度 

V , : 企業研究者にとっての 研究成果の分散 

最適契約を考えるために、 三者の目的を 同時に最大化する。 

m a x 夕 。 ニ % + Y + W 

ei, e2. 1 

(2) 

(3) 
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= P (7 , り ， e l+ e 2 千 1 ) 一 1 十ア ・ ( e l 千 e 2 千 1 )     r@ 2 /3@ @@ 2 (4) 

S . t   7 % C :(e I) (5) 

P ==  C  ご (e  2) (6) 

W5) 式と (6) 式は大学研究者と 企業研究者が 最適行動をとる 条件であ る。 (5) 式 

によれば、 大学研究者に 対する最適の 報告可能範囲はその 研究者の限界コストに 

よって決められる。 (6) 式からは企業研究者に 対するインセンティ プ 水準はその 

研究者の限界コストによって 決められる。 最適契約は、 (5) 式と (6) 式の制約の下 

で (4) 式を最大化するものであ る。 (5) 式と (6) 式を示したのは、 図 1 と図 2 であ 

る 。 ただし、 C, ノ 0 ， C ぢノ 0 。 それらの逆数は、 大学研究者と 企業研究者各々 
の インセンティ プ に対する敏感度であ る。 

図工 大宇 甘究 をのインセンティ プ の決め方 図 2  仝莉緒 の インセ 、 ノ ティ プ の ば 6 万 
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(5) 式 とく 6) 式を考慮して 一階条件は 、 

d %   

9@ ei 
一一二 Pe,(. ) 一 「， C  l(e l)C;@(e l)V  , Ⅰ 0 

d タ   
9@ e2 P  e,(. )+  7  一 C  ざ (e  2) 一 r  ,C  圭 (e  ,)C  冬 (e  2)V  , Ⅰ 0 

    

  

(7) 

(8) 

(9) 
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(7), (8), (9) 式を e ,, e ,, 1 について全微分して 比較静学する。 比較静学 

な 行う目的は 、 各パラメーター ( 緩 ， 俺 ， T , 「，， 「 2, V ,, V 2, 8 ) の内生 変 

数 (e,,e2, 1 ) に対する影響を 見ることであ る O J = (Pelel( . ) 一 「 l ァ C ,"V), 

K 二 {Pe2e2( . ) 一 「 3% C 2"V} とする。 最大化の二階条件により、 J く 0 のとき 

K と P ,, は 同符号であ り、 J > 0 のとき K P ,, は逆 符号であ る。 比較静学の結果 

は 以下のとおりにまとめた。 

くラ受 Ⅰ ノ J く 0 ， K>0 ， Pn I 刈 く 表 2  >  J く 0 ， X く 0 ， P, , く 0 

固 ァ 「 1  「 2  V l  V 2 月 ア r l  r 2  V l  V 2 

。 ， 0  ① - 0   0 e l  0  +  一 0   0 

。 ， ① -  0 十 0 十 e 2  一 十 0   0   

1  0  一 0 0 0 0   0 + 0 0 0 0 

く 表 3  ノ J ノ 0 ， K>0.  Pn I く 0 く 表 4  ノ J ノ 0 ， K く 0 ， PI l)0 

俺 了 r l  r 2  V l  V 2 P@ 7@ r@ i@ r@ 2@ V@ i@ V@ z 

e l  0  一 十 0 十 0 e ,  0  一 十 0 十 0 

e 2  +  一 0 十 0 十 e 2  一 十 0   0   

  0 + 0 0 0 0   0  一 0 0 0 0 

最適契約となるためには、 丁と固の e l と e ,2 それぞれに対する 影響は十でなけ 
れは ならない。 なぜなら ぱ、 y と固がそれぞれ 大学研究者と 企業研究者に 対する 

インセンティ プ ・ファクタ一であ るためには、 7 と俺を引き上げることによっ 

て、 研究者たちの 努力水準が高められるべきだからであ る。 表土～表 4 から、 そ 

う なるための条件は J く 0 ， K ノ 0 ， P II ノ 0 (i. e. 表 1 ) であ る。 すな ね ち、 

大学研究者の 努力水準の企業に 対する限界貢献分の 増加は自分の 限界リスク・ プ 

リミアムの増加より 小さく ( J く 0 ) 、 逆に企業研究者の 努力水準の企業に 対する 

限界貢献分の 増加は自分の 限界リスク・プリミアムの 増加より大きく (K ノ 0 ) 、 

さらに、 研究開発コストが 逓増 C P I , ノ 0 ) するときのみ、 T と坦はインセンテ 
イブ ・ファクターとして 働く   この条件を満たすとき、 大学研究者の 特許権 の持 
ち 分りが大学研究 - 者にとってインセンティ プ になるためには、 P elB く 0 でなけ 
ればならないことが 比較静学を行えばわかる。 

最適契約を考えるとき、 表 1 が参考となる。 たとえば、 大学研究者と 企業研究 

者がともにリスク 回避的な者であ れば、 表 1 により T を高くをセットして 旧をそ 
れほど高くセットしなくてもよい。 なぜなら、 大学研究者のリスク 回避 度 r , と 

研究の不確実性 V , は彼の努力水準を 引き下げるため、 それを相殺するに 十分な 

インセンティ プ を与えなければならないからであ る。 つまり、 T を引き上げるこ 

とであ る。 逆に、 企業研究者はリスク 回避的であ るほど、 また不確実性が 高いほ 

どより努力する 者であ るので、 彼に対するインセンティ プ 月をそれほど 高く セッ 

ト しなくてもよい。 
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最適契約のモデルⅡ 

モデル 1 の (2) 式では、 大学研究者に 対するインセンティ プ のひとっは研究結 
果に依存するもの ( r x) であ る。 モデルⅡではこれを 大学研究者の 努力水準に 

依存するもの ( ァ e ,) に変える。 そうすると、 

(1o) 

(11) 

(7') 

(12) 

(13) 

Y  Ⅰ「 e  l+  Z(e) 一 C  I(eI)  一 %@  「 172V  , 

(4) 式は 

m a x 夕 。 Ⅰ P  ( ァ ， 窩 ， e  I 十 e  2 千 1 ) 一 Ⅰ 十 7  e  l 一 C  l(e  I) 

el. e2. 1 
    
  

「 172V, 一 C2(e2) 一 - 一 -             

となる。 最大化の一階条件は、 (5) 式と (6) 式を考慮して、 

芸子 二 Pe,(.) 一 「 IC  :(el)C  :,(eI)V  I=  0 

d % 
9@ ez 
一一二 Pe,(. ) 一 C  :(e 2) 一 r 2C  サ (e 2)C ぢ (e 2)V  2 々 0 

    

となる 0 

最適な契約における 最適なインセンティ プ の与え方は (7,) 式 より 

7  " 一 一 P@ e, 
r@ i@ C@¥'V@ i (14) 

であ り、 12) 式 より   (15) 

であ る 0 また、 (13) 式 より最適な研究開発コストは P 1( . )= 王のところで 決め 

られる。 つまり、 最適な研究開発コストはあ る定額であ る。 
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(14) 式と (15) 式から共通にいえることは、 最適インセンティ プ の水準は各研究 

者の限界貢献 分 が大きいほど、 また、 彼のリスク回避 度 ・インセンティブに 対す 

る 敏感度・研究の 不確実性のいずれかが 小さいほど、 インセンティ プ の水準を高 
くセットしなければならない。 たとえば、 大学研究者と 企業研究者がともにリス 

ク 回避者                       であ って、 限界貢献身が 高い方のインセンティ プ 

水準がより                                     また、 インセンティ プ 水準の増加に 対して敏感 
な 研究者の方はインセンティブ 水準 C ノ (i,1,2) が低くてすむ。 V i は研究者の努 

力水準と関連ない 不確実性であ って、 それが高いほどその 研究者の努力水準を 正 

確に計るのはより 困難となる 0 (14) 式と (15) 式により、 彼に対するインセンティ 

プ 水準をより小さくセットした 方がよい。 

おわりに 

モデル 1 とモデルⅡの 違 いは 、 大学研究者に 対する評価の 仕方にあ る。 モデル 

1 では大学研究者を 研究成果で評価するが、 モデルⅡでは 努力水準で評価する。 

どちらのモデルが 適切であ るかは、 その研究者の 努力水準に対して 正確な評価が 

できるかに関わる。 通常、 大学研究者の 努力水準を評価するのは 難しいと考えら 

れる。 このとき、 モデル 1 の方が適切であ る。 いずれにしても、 モデル 1 の最適 

契約の基準は 表 1 であ る。 モデルⅡの最適契約の 基準は (14) 式と (15) 式であ る。 

本ぺ一 パー は 、 産学共同研究の 契約を結ぶ際における 何らかの参考となれば 幸 

いであ る。 
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